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地域診療情報連携推進費補助金
（医療情報システムのクラウド化に伴う検討事業）
富士通Japan補助金対象製品のご案内

2026年3月11日厚生労働省より通知のありました、地域診療情報連携推進費補助金（医療情報システムの
クラウド化に伴う検討事業）補助金についてご案内です。

➢ 補助金の概要
地域診療情報連携推進費補助金（医療情報システムのクラウド化に伴う検討事業）とは、
電子カルテ未導入の病院およびオンプレミス型電子カルテを使用している病院を対象に、
クラウドネイティブ型電子カルテの新規導入・更新を支援する補助金制度です。
補助率は4/5以内、補助上限額は1億円と、病院にとって非常に手厚い支援内容となっています。

参考：厚生労働省ホームページ「医療情報システムのクラウド化に伴う検討事業について」

対象
✓ 電子カルテ未導入病院
✓ オンプレミス型電子カルテを使用する病院

補助内容
✓ クラウドネイティブ型電子カルテの新規導入
✓ オンプレミス型電子カルテからの更新

補助金額 補助率4/5以内、上限1億円

申請期間 2026年4月1日（水）～2026年4月30日（木）

事業完了期限 2027年3月31日

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/johoka/index.html

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/johoka/index.html
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➢ 補助対象の経費は以下の通り

費目 新規導入 リプレース（オンプレミス型からの更新）

初期セットアップ費用 〇 〇

部門システムとのインターフェース設計・実装 〇 〇

情報セキュリティ対策の設計・実装 〇 〇

PC・モニター・タブレット 〇 〇

ネットワーク整備費用 〇 -

職員向け操作説明・研修・マニュアル作成 〇 〇

クラウド電子カルテ利用料 最大3年分 最大2年分

導入コンサルティング費用 〇 〇

データ移行費用 - 〇

サーバ廃棄費用 - 〇

以下の費用は、本補助金の補助対象外となります。

• 部門システム

• 電子カルテを利用しないPC

• プリンター

• クラウドネイティブ型電子カルテ利用料以外の保守費用（ハードウェア・ソフトウェア）

• ウイルス対策ソフト等の月額利用料

• ネットワーク利用料

• オフィスソフトウェア等のアプリケーション月額利用料など

その他の詳細については、令和8年度（令和7年度からの繰越分）地域診療情報連携推進費補助金（医療情
報システムのクラウド化に伴う検討事業）Q&Aをご確認ください。

➢ 補助金対象の富士通Japan製品
弊社製品では、HOPE Smart Cloud Karteが病院向けクラウドネイティブ型電子カルテとして補助金
対象となります。

HOPE Smart Cloud Karteご紹介資料はこちら

HOPE Smart Cloud Karteご紹介資料はこちら

地域診療情報連携推進費補助金（医療情報システムのクラウド化に伴う検討事業）富士通Japan補助金対象製品のご案内（2026年3月24日）

https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001672569.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001672569.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001672569.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001672569.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001672569.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001672569.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001672569.pdf
https://docs.fujitsu/documents/3-001177/hope-smart-cloud-karte-brochure-ja-v1.0-20260219.pdf
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➢ 申請方法について
必要書類（全4点）は、厚生労働省医政局医療情報担当参事官室宛に電子メールにて提出します。
申請書類の提出期限は2026年4月1日（水）～2026年4月30日（木）と期限が迫っているため、早めの
申請準備・提出が必要となりますのでご注意ください。

提出物
（4点）

①第1号様式
②収入支出予算書抄本
③見積書
④直近決算年度の財務諸表 or 確定申告書（法人化していない場合）

提出期間 2026年4月1日（水）～2026年4月30日（木）

提出先
厚生労働省医政局医療情報担当参事官室（dx-hojo@mhlw.go.jp）へ
電子メールでの提出

➢ 補助金申請についてのご相談・見積依頼
補助金申請ついてのご相談や見積書の作成依頼については、下記よりお問い合わせください。

お電話でのお問い合わせ

TEL 0120-835-554（通話無料）
富士通Japanお客様総合センター
受付時間：9時～12時、13時～17時30分
（土曜日・日曜日・祝日・当社指定の休業日を除く）

Webでのお問い合わせ

地域診療情報連携推進費補助金（医療情報システムのクラウド化に伴う検討事業）富士通Japan補助金対象製品のご案内（2026年3月24日）

https://mkt-japan.global.fujitsu.com/fjj/inquiry_form22.html?wSFtext10=/documents/3_001177/fjj-cloud-native-hojokin-others-ja-v1.0-20260324.pdf
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